
 入札公告 
 

 次の工事について制限付き一般競争入札に付す。 
 

 令和7年7月14日 

                                   兵庫県 

契約担当者 

                                     兵庫県立相生高等学校長 

土井 寛文 

 
 

１ 入札に付する事項 

(1) 工事名     県立相生高等学校エレベーター設置その他工事（以下「本件工事」という。） 

(2) 工事場所    相生市山手1丁目722番10 

(3) 工事概要      

① エレベーター棟増築工事 Ｓ造5階建 延べ面積 99.45㎡ 

② 既存校舎改修工事(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟接続部分) 

③ 設備工事 ①②に伴う設備工事一式 

「本件工事は、週休２日を確実に取得できるよう工事を実施する「週休２日制度」の対象工事である。」 

(4) 工  期    着工の日から令和8年3月31日限り。（ただし、令和8年8月31日まで繰越し予定） 

(5) 最低制限価格  有 

(6) 入札方式    制限付き一般競争入札（事後審査型） 

(7) 契約締結予定日 令和7年8月下旬予定 

(8) 支払条件 

 ① 年割支払    無 

 ② 前払金    有 

 ③ 中間前払金  有 

④ 部分払    有（履行期間中2回以内とする） 

  ⑤ 中間前払金と部分払の選択該当工事の別  有 
 

２ 応募方法 

  単独企業による。 
 

３ 入札参加資格 

  財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第81条の３に定める兵庫県（以下「県」という。）の建設工事入札参加

資格者名簿に登録されている者で、次の要件を満たしていること。 

(1) 入札参加資格工種  建築一式工事 

(2) 営業所の所在地に関する要件 西播磨県民局、中播磨県民センター、又は但馬県民局内に建設業の許可を

受けた主たる営業所を有すること。 

(3) 入札参加資格格付等級又は総合評

定値 

申込期限日に有効な入札参加資格者名簿の建築一式工事における格

付等級が C 等級又は等 D 級であること。ただし、Ｄ等級の者にあって

は、申込期限日に有効な入札参加者名簿の建築一式工事における格付点

数が50点以上又は平均工事成績点が75点以上であること。 

(4) 技術・社会貢献評価数値に関する要

件 

入札参加資格者名簿の管工事における資格格付要領第４条の規定に

よる技術・社会貢献評価数値を有する者であって、その合計点数が

30点以上であること。ただし、入札参加資格者名簿の建築一式工事

における県発注工事成績を有しない者は、次の(ｱ)から(ｵ)の工事成績

（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20 パーセント

以上の場合のものに限る。）を１件に限り申請できる。この場合に

おいて建築一式工事における技術・社会貢献評価数値の合計点数

に、入札参加資格確認の際に工事成績評定通知書の写しによって申



請された工事成績を換算基準（注）により換算した点数を加算した

点数が5点以上であること。 

(ｱ) 国土交通省近畿地方整備局発注の工事。ただし、入札参加資格

の建築一式工事に該当し、令和元年度から令和５年度までの間に

完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限

る。 

(ｲ) 神戸市発注の工事。ただし、入札参加資格の建築一式工事に該

当するもので、令和元年度から令和５年度までの間に完成したも

のに限る。 

(ｳ) 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター、兵庫県土地開発

公社、兵庫県道路公社及び兵庫県住宅供給公社発注の工事。ただ

し、入札参加資格の建築一式工事に該当し、令和元年度から令和

５年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県

内であるものに限る。 

(ｴ) 農林水産省近畿農政局発注の工事。ただし、入札参加資格の建

築一式工事に該当し、令和元年度から令和５年度までの間に完成

したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。 

(ｵ) 西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、阪

神高速道路株式会社、地方共同法人日本下水道事業団及び独立行

政法人水資源機構発注の工事。ただし、入札参加資格の建築一式

工事に該当し、令和元年度から令和５年度までの間に完成したも

ので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。 

キ 県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。 

ク 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の

申立て（旧会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づくものを

含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手

続開始の申立てがなされていないこと（ただし、それぞれの申立て

に係る開始の決定がなされている者については、契約担当者が経営

状況等を勘案して入札参加資格を認めることができる。）。 

 

ケ 本件工事に係る設計業務等の受託者ではなく、また、次に掲げる

(ｲ)又は(ｳ)に該当しないこと。 

(ｱ) 本件工事に係る設計業務等の受託者 イープラン一級建築士事

務所 

(ｲ) 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有

し、又はその出資総額の100分の50を超える出資をしている者 

(ｳ) 代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼

ねている者 

コ 県発注の建築一式工事に係る低入札価格調査基準価格を下回っ

た価格をもって契約を締結した工事を申込期限日までに完了しな

い者は、入札参加資格者名簿の建築一式工事における資格格付け要

領第４条の規定による平均工事成績が65点以上であること。 

 

 

(5) 建設業の許可に関する要件 建築工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(6) 配置技術者に関する要件 (1)配置技術者の要件 

ア １級建築士又は１級建築施工管理技士の資格を有し、かつ、建設

業法の規定による建築工事業に係る監理技術者の資格を有する者

を本件工事に配置できること。 

ただし、請負代金額が9,000万円以上の場合は、建設業法に規定す

る営業所における専任技術者でない者を本件工事に専任で配置で



きること。  
また、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参

加申込日以前に３か月以上の雇用関係）がある者であること。 

イ 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場

合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配

置することができなくなったときは、入札してはならず、入札参加

申込みをした者は、直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行

うこと。 

また、本件工事が落札候補者となった最初の工事である場合は、

その他の工事については本件工事の落札候補者となったことを理

由に落札の辞退を行うこと。 

なお、本件工事より先に他の工事の落札候補者となったときは、

本件工事については他の工事の落札候補者となったことを理由に

落札の辞退を行うこと。ただし、本件工事及び他の工事の契約希望

金額が建設業法施行令（昭和31年政令273号）第27条第１項に定

める金額未満である場合は、この限りではない。 

ウ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した配置予定技術者

を、本件工事に配置すること。なお、契約工期中は、死亡、傷病、

出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合を除いて、当該配

置技術者を変更することを認めない。 

 

(2)現場代理人の要件 

ア 建設工事請負契約書第 10 条第１項第１号に規定する現場代理人

を適正に配置できること。 

また、現場代理人は、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係（入

札参加申込日以前に３か月以上の雇用関係）がある者であること。 

イ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した現場代理人を、

本件工事現場に常駐で配置すること。ただし、発注者の承諾を得た

場合は、常駐義務を緩和することができる。 

(7) 入札保証金 不要 

(8) その他 別紙、「制限付き一般競争入札（事後審査型）公告共通事項」２に示すと

おり。 

 
 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日 場所・方法 

(1) 建設工事請負契

約書等の閲覧 

令和7年 7月14日（月）から 

令和7年 7月23日（水）まで（注２、３） 

相生市山手1丁目722番10 

兵庫県立相生高等学校 事務室 

(2) 設計図書の交付 
令和7年 7月14日（月）から 

令和7年 7月23日（水）まで（注２、３） 

相生市山手1丁目722番10 

兵庫県立相生高等学校 事務室 

(3) 提出資料の様式

等の交付 

令和7年 7月14日（月）から 

令和7年 7月23日（水）まで（注２、３） 

相生市山手1丁目722番10 

兵庫県立相生高等学校 事務室 

(4) 入札参加申込書

の受付 

令和7年 7月14日（月）から 

令和7年 7月23日（水）まで（注２、３） 

相生市山手1丁目722番10 

兵庫県立相生高等学校 事務室 

(5) 質問書（様式 20

号）の受付 

令和7年 7月14日（月）から 

令和7年 7月29日（火）正午まで 

兵庫県立相生高等学校 事務室へFAXで送付する 
FAX0791-23-0801 

(6) 回答書の閲覧 令和7年 8月 1日（金）午後1時より 入札参加者にFAXで回答する 

(7) 入札、開札及び工

事費内訳書の提出 

令和7年 8月 7日（木）午前10時00分 

 

相生市山手1丁目722番10 

兵庫県立相生高等学校 事務室 

(8) 入札結果の公表 落札決定後速やかに 
相生市山手1丁目722番10 

兵庫県立相生高等学校 事務室 



契約締結後速やかに 
相生市山手1丁目722番10 

兵庫県立相生高等学校 事務室 

  （注１）上記の期間は、土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第15号）に定める県の休日を除く。 

  （注２）毎日午前９時から午後4時まで 

  （注３）正午から午後１時までを除く 

 

５ 入札方法等 

(1) 工事費内訳書の提出 

第１回目の入札に際し、第１回目の入札に対応した工事費内訳書（設計書に示す様式）を提出すること。 

(2) 入札に参加するに当たっては、当該工事にかかる入札申込書の写しを持参すること。 

 

６ 入札参加資格確認資料の提出 

  開札後、入札執行者から下記の入札資格確認書類の提出を求められた入札参加者は、提出を指示された日の翌日か

ら起算して２日以内（兵庫県の休日を定める条例に定める県の休日を除く）に、兵庫県立相生高等学校まで各１部提

出すること。 

(1) 配置予定技術者の資格                    （様式６号の２） 

(2) 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係  （様式７号） 

(3) その他、契約担当者が入札参加資格確認のため、必要と認めた書類 
 
７ その他 
(1) 別紙「制限付き一般競争入札（事後審査型）公告共通事項」のとおりとする。 
(2) 現場説明会は実施しない。 

 
８ 入札担当（問い合わせ先） 

  兵庫県立相生高等学校 事務室  

電話番号 0791-23-0800 


